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0. はじめに�

平成 24 年度の財団法人日本博物館協会（以下、「日博協」

という）における文化財レスキュー事業については、平成

23 年度同様、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委

員会（以下、「救援委員会」という）の構成団体として最

大限の協力を行うことを基本方針として取り組んだ。多く

の被災資料が、現地からの救出、仮保管、応急処置を経て、

安定化処置の段階に入りつつある状況のなかで、日博協と

しての対応も、結果として平成 23 年度とは異なる内容と

なった。本報告では、この１年間の日博協の対応について

記すとともに、昨年度から 2 年間の活動のなかで見えて

きた反省点と課題を整理し、今後の方向性について、若干

のコメントを付すこととしたい。

1. レスキュー事業参加志望者の登録と情報共有�

平成 24 年度のレスキュー事業への参加者については、

4 月 25 日付けで、日博協会長名による文書「東日本大震

災に係る『文化財レスキュー事業』への参加志望者の登録

について（依頼）」（別掲参照）及び回答用別紙を、全国の

会員 1,095 館に送付した。また、4 月 26 日には日博協の

ホームページでも告知を行った。回答の期限は 5 月 31 日

とした。

この参加依頼に対しては、27 の会員博物館から参加志

望の回答が寄せられ、志望者数は 83 人であった。平成

23 年度の志望者が 42 館 146 名であったことと比較する

と、かなりの数の減少となった。この点に関しては、震災

発生から 1 年という時間が経過したことにより、各組織

のレスキュー事業参加への取組みに対する考え方にも変化

が生じ、通常業務のやりくりのなかで、職務での職員派遣

が難しい状況にある博物館組織もあったものと思われる。

一方、安定化処理の段階を迎えた資料が多い状況であっ

ても、個々の資料が元来の施設に戻り、施設自体がかつて

の博物館としての役割を取り戻すには、未だ永い期間が必

要とされている。こうした現状に対する共通認識の醸成も

日博協の役割であると考え、平成 23 年度から救援事業の

周知に努めてきた。救援委員会が発行するニュースレター

については、基本的に内部資料という位置付けも考慮し、

平成 23 年度から、参加志望の登録をいただいた館に転送

し情報の共有を図ってきたが、平成 24 年度においても、

新たに登録いただいた館を加えて、引き続きニュースレ

ターの転送を行った。このことにより、組織として被災地

へ職員を派遣する意思を持つ博物館が、レスキュー事業全

体の動向を把握することができたことは、一定の効果を得

ることができたものと考えている。

2. 被災地域への専門家派遣�

42 館 146 名が志願登録した平成 23 年度の日博協から

被災地域への専門家派遣は、22 館 45 名という実績であっ

たが、27 館 83 人が志願登録した平成 24 年度は、4 館 4

名という結果であった。日博協におけるレスキュー事業へ

の参加、つまり、被災地域への専門家派遣については、救

援委員会事務局からの協力要請があって成り立っている。

平成 24 年度に日博協が事務局から要請を受けたのは、福

島県の警戒区域に指定されている双葉、大熊、富岡の 3

町の博物館施設内に残された文化財の搬出に関する業務へ

の専門家派遣のみであった。事務局からの要請については、

その都度Ｅメールによって平成 24 年度及び 23 年度の参

加志望者に伝達し、参加を募った。ただし、警戒区域内へ

の専門家派遣については、事務局が設定した基準として、

原則 50 歳以上という条件が付与されたこと、また、警戒

区域内での業務であることから、職員を職務として派遣す

るという判断が難しいという背景もあり、実際に派遣でき

た人数は少数に留まった。一方、警戒区域内の文化財レス

キュー活動自体、放射能への知識を持つ専門家の同行や、

準備段階からの諸手続きを行なう必要性もあり、福島県、

福島県立博物館、当該町の文化財担当部署と、救援委員会

事務局を中心とする限られた組織を核としたチーム編成が
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行われたことも、派遣人員が少なくなった要因となったも

のと思われる。

平成 24 年度の日博協として関わったレスキュー事業を

振り返ると、レスキュー事業全体として、多くの人員を投

入しての緊急性のある事案自体が大幅に減るとともに、そ

れぞれの被災地の施設自体が徐々に組織としての体力を回

復し、文化庁の被災ミュージアム再興事業等の支援の下に、

独自の取組みが展開し始めたことにより、救援委員会事務

局から即応性を求められる派遣要請を受けることがほとん

どない状況であった。

こうした観点から考えると、緊急性をもって被災地に

専門家を派遣する必要がある時期は、一応の区切りが付い

たといえよう。しかし、今後の日博協としての役割、活動

の方向性を考える上で、職務派遣が可能な人材を募り、登

録しておく必要性については具体的な検討が必要と思われ

る。

3. 日博協としての総括�

日博協が、組織として文化財レスキュー事業に参画した

のは、今回の東日本大震災が初めてのことであり、このこ

と自体が、組織的には大きな問題ではあったが、この事業

の構成団体の一員として 2 年間にわたり参画できたこと

は、日博協自体にとって、その役割を認識し、今後の在り

方を考える上で大きな意義があったと考える。

震災発生後の、対策本部の設置、立ち上げ、救援委員会

の構成団体として対応すべき事項の検討、実施など、初動

においては、過去の経験がない故に混乱も生じ、実質的な

活動を立ち上げる時期が遅れた反省はあるが、組織として

為すべき役割、持つべき機能を点検・検討するきっかけと

なった。また、緊急時の組織運営の方針、スピード感のあ

る意思決定の必要性、事務局の体制の整備等、組織の意思

決定に関わるメンバーの問題意識、取組みへの認識基盤が

形成された。

さらに重要な点としては、全国規模での会員組織の活用

について、基本的方向が整理され、救援委員会事務局・日

博協・会員館の間の情報伝達、職務による職員派遣に関す

る手続きの手順等に、一応の方向性を見出すことができ

た。そして、こうした基盤の上に、日博協に加盟している

会員館とその職員に、日博協の果たすべき役割を具体的に

イメージしてもらうことができたことは大きな成果であっ

た。

その一方で、残された課題と改善すべき点も多い。今回、

急造の体制で対応した初動からの動きを総括し、今後に向

けて日博協として果たすべき役割・機能・行動指針を文書

として機関決定し、要綱として整備を図り会員に周知する

とともに、災害発生時に整えるべき組織体制の明確化が急

がれる。また、災害が発生する地域や規模の分析を行い、

災害発生地域ごとの支援体制のシミュレーション、拠点会

員館との事前協議等をとおして、初動から職務による派遣

が可能な人材の登録制度の整備も求められる。そして、救

援委員会を構成する他の組織との連携、情報共有体制の整

備に関しても、日博協に求められる役割を認識し、初動段

階から機能できる組織としての基盤整備を進めなくてはな

らないと考える。

表　日本博物館協会による専門家派遣の状況（平成 23、24 年度の実績）
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日本博物館協会から会員館への参加志望者募集の文書　　　　　　　　　　　　　　　　


